
 障害者支援施設や精神科病院などからの障害者（児）の地域移行を支援するため、特定・

一般相談支援事業者に対して地域移行に関する報酬算定外業務の経費を補助します 

対象者 
江東区が実施機関となる障害者（児）に対して、 

計画相談支援又は地域移行支援を提供する相談支援事業所を運営する法人 

事業内容 

 

 入所施設、病院が江東区外でも申請できます 

 対象事業を実施する相談支援事業所が江東区外でも申請できます 

 障害者等の地域移行に係る報酬算定の対象となる月以降は対象外です 

 補助対象経費は対象事業に要する経費です。実支出額等が＊より少ない場

合は、少ない額が補助額になります。 

 障害者総合支援法第７７条第３項に基づく地域生活支援事業の障害者相談

支援事業として、区が相談支援事業者へ委託する事業経費は対象外です 

 国・都その他類似の委託料や助成金等を受けている場合は対象外です 

事業名 障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金 

補助額 利用者一人あたり月 12,000 円＊ 上限 4 か月分 

対象事業 

◇ 障害者支援施設等に入所中の障害者等に対し、退所及び

地域移行に向けた個別の具体的な調整 

◇ 精神科病院に入院中の障害者等に対し、退院及び地域移

行に向けた個別の具体的な調整 

ただし、以下のことに配慮しなければならない 

 障害者等の心身の状況及び置かれている状況並びに障害

福祉サービスの利用に係る本人の意向の把握 

 障害福祉サービスの利用に係る障害者支援施設等及び親

族との調整 

 障害者支援施設等の退所又は精神科病院の退院に伴う障

害福祉サービスの利用の調整 

事業期間 令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

申請方法 

郵送 又は 持参 

（申請書は江東区公式サイトよりダウンロードできます） 

 https://www.city.koto.lg.jp/221010/soudanrenkeisienhojo.html 
申請期間 令和８年 4 月 1 日（火）～令和９年１月１５日（金） 

申請先・ 

問合せ先 

〒135-0011 江東区扇橋３－７－２（江東区障害者福祉センター１階） 

江東区 障害福祉部 障害者施策課 基幹相談支援センター  

（直通）０３－６６６６－２２０２ 

令和８年度 障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金について 

https://www.city.koto.lg.jp/221010/soudanrenkeisienhojo.html


申請の流れ 

（イメージ） 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出書類 

（申請時） 

◆「障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金交付申請書」（様式１） 

◆添付書類 ①相談連携支援計画書（様式２） 

②特定相談支援事業所または一般相談支援事業所を運営して

いることが確認できる書類（事業所の指定通知） 

（実績報告時） 

◆「障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金実績報告書」（様式９） 

◆添付書類 ①相談連携支援実施報告書（様式 10） 

     ※対象事業所が複数ある場合は、事業所ごとに作成 

     ※報告書内に利用者名、地域移行実施状況、受給者証番号、 

地域移行前の施設（病院）種別や支援実施内容等を必ず記載

のこと。 

②利用者の住所が江東区外の場合は、給付の主体（実施機関）

となる自治体が江東区とわかる書類 

（請求時） 

◆「障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金請求書」（様式 12） 

◆添付書類 ①振込口座の通帳等の写し（口座番号等の記載のあるページ） 

その他 

 予算額を超える場合は交付申請の提出順に予算範囲内で交付します。 

 実績報告書の提出締切日は事業完了日から 60 日以内、または令和９年 

３月 31 日のいずれか早い方となります。 

2026.３改訂 
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